
六
波
羅
探
題
任
免
小
考

『
六
波
羅
守
護
次
第
』
の
紹
介
と
あ
わ
せ
て
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六波羅探題任免小考（熊谷）

は
　
じ
　
め
　
に

　
承
久
の
乱
に
際
し
て
北
条
泰
時
と
冷
房
が
入
洛
し
、
い
わ
ゆ
る
六
波
羅
探

題
が
成
立
す
る
。
歴
代
探
題
の
任
免
時
期
に
つ
い
て
は
、
各
種
の
補
任
次
第

　
　
　
　
①

が
伝
来
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
記
事
に
は
栢
互
に
異
同
が
み
ら
れ
、
今

日
の
辞
典
類
に
付
さ
れ
る
在
職
表
も
一
様
で
は
な
い
。

　
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
壬
生
家
蝿
蔵
で
、
現
在
は
京
都
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
日
本
史
研
究
室
に
所
蔵
さ
れ
る
㎎
六
波
羅
守
護
次
第
嚇
で
あ
る
。

六
波
羅
探
題
の
補
任
次
第
と
し
て
唯
一
現
存
す
る
岡
史
料
に
は
、
他
の
補
任

次
第
に
は
み
ら
れ
な
い
数
々
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
史
料
は
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
佐
藤
進
一
、
森
幸
央
、
高
橋
慎
一
朗
ら
の
研
究
で
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
影
写
本
に
も
と
つ
く
部
分
的
な
利
用
に

と
ど
ま
り
、
史
料
全
体
の
概
要
や
特
色
に
つ
い
て
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
、
記
事
の
解
釈
に
関
し
て
な
お
再
考
が
必
要
と
思
わ
れ
る
部
分
や
、

こ
れ
ま
で
み
の
が
さ
れ
て
き
た
問
題
も
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
お
も
に
発
給
文
書
論
を
通
じ
て
西
国
支
配
機
関
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
の
六
波
羅
に
関
す
る
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
本
稿
で
は
、
探

題
自
身
の
存
在
形
態
に
つ
い
て
の
貴
重
な
情
報
を
記
す
『
六
波
羅
守
護
次

第
』
を
原
本
に
も
と
づ
い
て
紹
介
し
た
う
え
で
、
歴
代
探
題
の
任
免
時
期
を

確
定
し
、
そ
こ
か
ら
浮
上
す
る
六
波
羅
探
題
に
つ
い
て
の
新
た
な
論
点
を
提

示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
欄
鎌
倉
年
代
記
腕
例
武
家
年
代
記
』
『
鎌
倉
大
日
三
輪
（
魍
増
補
続
史
料
大
成
臨

　
本
）
。
『
将
軍
執
権
次
第
』
『
関
東
評
定
衆
伝
滅
（
㎎
群
書
類
従
睡
本
）
、
魍
関
東
開
關

　
皇
代
丼
年
代
記
輪
（
『
続
　
国
史
大
系
』
本
）
、
『
吾
妻
鏡
撫
『
尊
卑
分
脈
臨
『
膏
王
編

　
年
記
臨
（
『
新
訂
増
補
　
国
史
大
系
』
本
）
。

②
佐
藤
進
一
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

　
七
一
年
、
初
出
は
一
九
四
八
年
。
森
幸
夫
「
南
北
両
六
波
羅
探
題
に
つ
い
て
の
基
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礎
的
考
察
」
（
欄
国
史
学
匝
一
三
三
号
、
一
九
八
七
年
）
。
高
橋
慎
～
朗
轟
武
家

　
地
睡
六
波
羅
の
成
立
」
（
同
噸
中
世
の
都
市
と
武
士
幽
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六

　
年
。
初
出
は
一
九
九
一
年
）
な
ど
。
以
下
、
森
と
高
橋
の
見
解
は
こ
れ
ら
に
よ
る
。

③
拙
稿
「
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
『
日
本
史
研
究
臨
四

　
六
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
。
同
「
六
波
羅
施
行
状
に
つ
い
て
」
（
㎎
鎌
倉
遺
文
研
究
睡

　
八
号
、
二
〇
〇
一
年
）
。
同
門
六
波
羅
に
お
け
る
裁
許
と
評
定
」
（
㎎
史
林
撫
八
五

　
巻
六
号
、
二
〇
〇
二
年
）
。
同
「
六
波
羅
・
守
護
体
制
の
構
造
と
展
開
」
（
『
日
本

　
史
研
究
蝕
四
九
一
暑
、
二
〇
〇
三
年
）
。

　
　
な
お
、
「
北
方
」
や
「
南
方
」
、
「
北
殿
扁
や
「
南
殿
」
と
い
う
語
は
、
史
料
上

　
に
お
い
て
役
職
と
邸
宅
そ
れ
ぞ
れ
を
さ
す
呼
称
と
し
て
相
互
に
交
錯
し
て
用
い
ら

　
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
論
述
で
は
前
者
を
役
職
、
後
者
を
邸
宅
を
さ
す
語
と
し
て

　
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

『
六
波
羅
守
護
次
第
』

（
第
一
紙
）

譜
ニ
田
上
上
襲
第

（
朱
合
点
。
以
下
同
じ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　　

ｽ
本
云
、
業
二
、
高
能
舞
舗
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
文
治
五
、
峯
読
。
建
久
三
、

　　

@　

@
国
親
牧
四
警
三
五
・
麓
賑
左
寧

　　

@　

@
謄
・
．
灘
掃
部
頭
幽
仁
双

　　

@　

@
書
哩
見
判
宮
熟
久
元
・
．
継

　
　
　
　
　
　
　
季

鷲
臨
可
罰
丞
項
．
蝦
響

解
繍
細
入
導
目

　
　
　
　
　
　
六
波
羅
□

．
灘
編
垂
聡
筆
墨
鷺
．

　
　
＼

　
　
承
久
三
・
五
・
一
五
、
於
京
都
被
謙

　
　
伐
詑
。

麟
騒
鎧
鼠
平
時
悪
臣
職
・
男

　
　
＼
　
　
　
　
　
　
（
異
難
）

　
　
（
自
承
久
）
　
「
＋
五
至
」
　
　
（
在
力
）

　
　
　
□
□
□
＝
　
・
山
ハ
・
三
三
、
□
一
兀
仁
二
兀
・
よ
ハ
、
口

　
　
　
　
　
（
カ
）
　
　
　
　
　
　
（
将
軍
家
）

　
　
　
□
□
⊥
ハ
ロ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
］
［
｝
O

劉
鐸
夫
萎
時
騰
二
男

　
　
＼

　
　
子
細
同
上
。

魁
羅
華
時
氏
鷺
大
圭
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
字
武
蔵
太
郎

　
　
　
＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
年
力
）
（
山
ハ
波
）

　
　
　
自
｝
兀
仁
一
兀
・
山
ハ
、
至
寛
堂
周
二
□
、
□
［
｝

　
　
　
羅
守
護
。
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（
権
）
　
　
　
イ
三

　
　
　
嘉
禄
三
・
四
・
廿
、
任
修
理
鋤
亮
。
寛
喜
二
・

　　

@
だ
吻
綴
継
雛
範
姦
藁
筆
岬
所
労
出
来
云
々
。

（
第
二
紙
）

騨
舗
謬
轟
霧
髪
当

　
　
　
　
　
　
　
号
相
模
太
郎

　
　
　
ま

　
　
　
自
元
仁
元
、
至
仁
治
三
、
在
京
。

　
　
　
（
貞
）

　
　
　
□
応
一
三
・
八
・
廿
八
、
任
掃
部
権
助
。
嘉
禎
二
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
従
）

　
　
　
口
任
越
後
守
。
同
日
、
叙
□
五
雲
。
三
三
・

　　

@
噸
九
、
従
五
上
・
囲
人
・
晦
麗
勲
＋
・
・

　
　
　
仁
治
三
、
出
家
轄
構
。
建
治
三
・

　
　
　
五
等
於
京
都
卒
矢
±
・

騨
麟
聲
壽
轄
・

　
　
　
ま

　
　
　
寛
喜
二
・
三
・
十
一
、
立
鎌
倉
上
洛
。

　
　
　
ま

　
　
　
自
寛
喜
二
・
四
、
至
宝
治
元
・
七
、
在
京
。

　
　
　
　
　
　
十
二
、
□
京

　
　
　
同
七
月
、
下
向
関
東
、

北
　
左
近
将
監

璽
武
蔵
守
平
長
時
重
時
二
男

　
　
　
　
　
　
　
十
年

ま
一
人＼

　
　
七
月
、
立
鎌
倉
上

自
宝
治
元
・
八
、
至
建
長
八
・
三
、

在
京
。

　
　
　
同
月
、
出
京
、
下
向
関
東
。

麟
難
曝
轟
謄
娚
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
十
五
年

　
　
　

　
　
自
建
長
八
、
至
文
永
七
・
正
、
為
守
護
。

　
　
（
正
嘉
兄
）

　
　
口
□
□
・
六
・
廿
二
、
任
左
近
将
監
。
同
日
、
叙
留
。

文
永
四
・
十
・
三
三
、
任
陸
奥
守
。
同
七
・
正
・

　
　
廿
七
、
於
京
都
卒
年
三
十
。

齢
式
部
大
黍
時
輔
塒
縫
謂

　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　
　
自
文
・
水
一
兀
、
瓜
土
同
九
年
二
、
為
守
戴
隊
。

（
第
三
紙
。
冒
頭
、
若
干
欠
損
あ
る
か
）

　
ぬ
　
ゐ
　
　

釧
駿
線
義
宗
薦
灘
羅

　
　
　
　
　
　
　
六
年

　
　
＼
　
　
十
一
・
廿
七
、
立
鎌
倉
上
　
　
　
　
　
四
日
出
京

　
　
自
文
永
八
・
十
二
、
至
建
治
二
・
十
二
月
、
在
京
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
向
関
東

　
　
文
永
五
・
十
二
、
任
左
近
将
監
。
同
日
、
一
二
。

101 （865）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
十
日
云
々

　
　
建
治
三
・
六
・
十
七
、
十
二
墨
守
。
同
八
・
十
七
卒

　
　
年
廿
五
。

劉
難
欝
轟
艶
誹

　
　
　
　
（
建
治
）

　
　
＼
　
口
□
甥
三
十
二
・
廿
三
、
安
里
倉
上
　
九
・
八
イ

　
　
自
建
治
四
・
二
・
廿
一
、
至
弘
安
十
・
七
、
在
京
。

　
　
　
　
　
　
　
二
月
廿
二
、
沙
汰
執
行
。

　
　
同
八
．
齢
午
時
・
下
向
関
東
為
蕃
引
付
頭
人
・

　
　
正
安
三
・
八
月
、
為
両
所
。

齢
左
近
将
監
壽
国
灘
離
響

　
　
　
　
　
　
　
　
字
越
後
弥
四
郎

　
　
建
治
元
・
十
二
・
十
三
、
立
鎌
倉
。
祖
父
禅
門
同

　
　
　
　
　
　
　
　
＼

　
　
道
、
入
洛
之
。
同
三
・
十
一
一
・
十
九
、
可
為
六
波
羅

　
　
（
守
護
）

　
　
□
□
之
由
、
被
成
関
東
御
教
書
之
問
目
目

　
　
　
　
　
　
（
三
ヵ
）

　
　
口
H
U
〕
口
□
月
μ
十
⊥
ハ
、
左
近
n

　
　
間
目
目
【
、
叙
印
田
。
弘
安
七
・
山
ハ
・
廿
、
　
下
向
関
東
。

始
同
＋
ガ
貝
曇
・
観
二
二
当
嗣
勢
．

南
　
　
修
理
亮
　
本
名
時
業

霧
後
守
平
兼
時
麟
篠
講
穆

ヒ
子
　
　
　
　
　
　
理
亮
。
為
貞
時
猶
子
之
故
也

斗

　
　
　
＼
　
　
　
　
十
一
・
廿
八
イ

　
　
　
自
弘
安
七
・
十
工
、
至
正
応
五
・
十
二
、
為
守
護
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
守
護
也

　
　
　
弘
安
七
・
十
二
・
工
、
自
播
州
賀
古
河
、
入
子
六

　
　
　
波
羅
南
殿
。
同
十
・
九
・
十
六
、
入
干
北
殿
陰
。

　
　
　
弘
安
十
年
、
移
北
方
、
執
権
上
陸
。
其
時
、
右
近
大
夫
将
監
盛

　
　
　
房
、
自
関
東
上
洛
、
置
南
方
。
錐
為
五
品
、
下
判
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
任
）

　
　
　
同
十
～
・
三
・
十
工
、
任
越
後
守
。
正
応
二
・
六
・
廿
、
壬

　
　
　
（
こ
の
行
、
紙
継
目
に
記
す
）

　
　
　
従
五
上
。
同
六
・
正
・
九
、
下
向
関
東
。
同
三
・
七
、

（
第
四
紙
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
下
向
関
東

　
　
　
下
向
鎮
西
。
永
仁
三
・
九
・
十
九
、
於
関
東

　
　
　
卒
年
三
十
二
。

（
衛
）観

凡
難
凝
房
購
鷲
越
後
・
郎

　
　
　
＼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
）

　
　
　
（
自
弘
）
一
一
月
十
九
日
、
□
関
東
上
洛

　
　
　
丁
丁
安
十
一
・
二
月
、
至
永
仁
五
・
［
日
H

　
　
　
　
　
　
　
　
　
壬
丹
波
字

　
　
　
下
向
関
東
。
同
七
・
八
、
卒
。

　
　
　
　
弘
安
五
三
・
三
八
、
任
右
近
将
監
。
同
日
、
叙
島
上
。

　
　
　
　
正
応
・
八
・
廿
、
従
五
心
。
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騨
後
守
平
久
趨
．
駆
護
郷
驚
助

　
　
＼
　
　
　
　
　
同
四
入
洛

　
　
白
H
正
応
｛
ハ
・
　
四
、
至
・
水
仁
五
・
、
、
在
山
泉
。

　
　
　
ま

　
　
　
南
方
丹
波
三
盛
房
、
上
判
。
然
而
、
為
北
方

　
　
　
執
権
。
久
時
下
判
也
。

　
　
（
正
応
）
　
八
・
三
イ

　
　
ロ
ロ
元
・
十
・
二
、
任
遺
糞
助
、
叙
従
五
下
。
同
説
・

　
　
（
十
力
）

　
　
□
懇
・
十
七
、
任
刑
部
少
輔
。
永
仁
三
・
八
・
五
、
従
五
日
。

　
　
同
＋
二
音
九
・
任
越
後
誤
少
・
同
㌃
嘩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
車

　
　
十
八
、
下
向
関
東
為
引
付
一
番
上
酋
。

　
　
正
安
三
・
九
、
転
一
番
引
付
頭
入
。
嘉
元

　
　
工
・
山
ハ
・
轟
ハ
、
任
武
曲
威
守
。
徳
治
二
・
一
二
・
蔦
目
詣
ハ
、

　
　
崇
難
。
同
土
・
二
八
、
卒
三
＋
六
。

製
撲
罫
将
監
平
至
難
騰

　
　
　
　
　
　
　
　
（
貞
）
　
　
　
　
（
故
）

　
　
U
目
論
□
時
猶
子
之
□
［
月
口
H

日
目
目
H
H
U
北
方
～
方
目
口
［
H
口
目

　
　
関
東
　
巨
四
番
引
付
頭
人
。

　
　
永
仁
一
一
・
二
・
五
、
従
五
下
。
同
日
、
任
右
近
将
監
。

　
　
四
・
十
二
、
唾
壷
。
二
八
・
廿
、
任
駿
河
守
。
同
九

　
　
月
、
辞
～
番
引
付
頭
人
、
為
越
訴
奉
行

　
　
頭
人
翻
墾
櫻
笹
津
讃
蕎
免
了
．
於
。

　
　
　
為
四
番
頭
人
。
又
越
訴
奉
行
之
。

　　

H
翌
譲
』
嚥
冴
観
回
書
需
重
書
也
・

（
第
五
紙
）

南
ロ
ロ
関
東
上
衆

駐
繋
傘
宗
宣
陸
奥
守
宣
豆
男

　
　
　

　
　
自
永
仁
五
・
七
、
至
正
安
四
・
正
・
十
七
。

　
　
永
仁
五
・
七
・
廿
七
、
入
洛
、
着
予
長
井
掃
部

　
　
助
貞
籍
所
麟
車
。
同
八
・
三
、
御
物

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
沙
汰
始
之
。
承
久
以
後
、
為
南
殿
、
執
権
是

　
　
始
也
。
同
土
三
、
丁
丁
立
塵
鹸
黒
房

　
　
旧
跡
。
同
六
・
正
・
廿
八
、
自
貞
重
宿
所
、
移

　
　
（
徒
新
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
物
）

　
　
鷹
□
殿
。
同
二
・
二
、
於
新
殿
御
□
［

同
三
・
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口
三
密
萎
三
充
・
廿
七
陵
．

　
　
守
。
翠
雲
・
＋
七
暁
下
向
二
塁
馴

　
　
頭
人
。
嘉
元
三
・
八
月
、
為
両
所
。

　
　
　
（
こ
の
行
、
補
入
）

　
　
　
正
応
元
・
十
・
十
七
、
任
上
野
介
。

　
　
　
永
仁
二
・
八
・
三
、
従
五
上
Q
正
安
二
・
十
・
一
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
　
　
正
安
二
・
十
一
・
□
、
北
方
宗
方
下
向
関
東
之
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国

　
　
　
為
一
方
管
領
、
行
鎮
西
事
。

　
　
　
徳
治
三
・
七
・
十
九
、
叙
従
四
位
下
。

北

駐
跨
助
嚢
轟
馨
藤
響

魚
）

目三三
・
六
・
埜
、
入
洛
牲
先
回
着
六
条

　
　
（
車
）

　
　
口
大
路
大
友
宿
所
。
同
廿
二
、
被
移

　
　
□
北
殿
。
同
廿
三
、
出
南
殿
、
為
評
定
也
。

　
　
A
フ
日
工
評
｛
疋
始
儀
在
之
。
　
㎜
割
七
・
十
⊥
ハ
、

　
　
於
北
殿
評
定
始
也
。
南
殿
被
渡
之
。

　
　
嘉
元
・
・
十
・
八
□
刻
、
下
向
関
東
。

正
五
下
。

　
　
　
　
　
　
（
ヵ
）

正
安
元
年
十
一
・
四
、
任
左
馬
助
、
即
言
之
。
銘
光
二
・
八
・

廿
五
、
従
五
上
。
正
安
四
・
正
・
十
七
、
南
方
宗
宣
下
向
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

東
之
後
、
為
｝
方
。
同
工
月
五
日
、
評
定
始
也
。
一
方
管
領
。

（
但
重
）
¶

目
ロ
“

幽
左
近
大
夫
将
監
平
貞
顕

　
＼

　
上
判
、
但
口
執
権
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　　

@故

z
後
入
道
顕
時
子
懸
麟
麹
与
時
範
典

　
　
　
為
下
鵬
執
権
。

　
各
記
事
に
関
す
る
問
題
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
ま
ず
は
史
料
の
現
状

に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
。
『
六
波
羅
守
護
次
第
隠
は
、
本
紙
五
枚

か
ら
な
る
一
巻
で
あ
る
。
巻
首
の
布
表
紙
の
端
に
は
お
さ
え
竹
と
紐
が
付
さ

れ
る
が
、
題
簸
は
な
い
。
表
紙
裏
の
見
返
し
紙
に
続
い
て
装
丁
紙
が
継
が
れ
、

若
干
の
空
白
に
続
い
て
本
紙
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
本
紙
に
は
内
題
と
い
わ

ゆ
る
京
都
守
護
の
歴
代
に
続
き
、
北
条
時
房
と
泰
時
以
降
、
貞
顕
ま
で
の
各

探
題
の
事
績
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
史
料
を
通
覧
し
て
気
づ
く
の
は
、
本
紙
の
欠
損
の
多
さ
で
あ
る
。
各

紙
は
料
紙
の
中
途
で
断
簡
と
な
っ
て
お
り
、
各
紙
の
横
の
黄
緑
を
断
簡
ご
と

に
記
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
縦
は
一
四
・
○
セ
ン
チ
で
あ
る
。

　
　
第
一
紙
1
一
工
六
・
九
セ
ン
チ
＋
｝
六
・
七
セ
ン
チ
ー
1
四
三
・
六
セ
ン
チ
。

　
　
第
二
紙
到
ニ
エ
・
七
セ
ン
チ
＋
工
五
・
三
セ
ン
チ
釧
四
八
・
○
セ
ン
チ
。

　
　
第
三
紙
巨
二
七
・
三
セ
ン
チ
＋
一
七
・
五
爵
ン
チ
ロ
四
四
・
八
セ
ン
チ
。

　
　
第
四
紙
1
1
三
六
・
八
セ
ン
チ
＋
一
〇
・
三
訂
ン
チ
ー
1
四
七
・
一
セ
ン
チ
。

　
　
第
五
紙
1
1
四
二
・
八
セ
ン
チ
＋
　
四
・
五
セ
ン
チ
ー
1
四
七
・
三
セ
ン
チ
。

　
ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
も
大
規
模
な
欠
損
が
数
ヶ
嫌
み
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
約

一
五
セ
ン
チ
の
等
間
隔
を
計
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
来
、
同
史
料
は
本
紙

の
み
で
構
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
欠
損
は
本
紙
の
み
が
巻
か
れ
た
状
態
で
一
具

に
生
じ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
現
状
の
装
丁
は
修
補
の
際
に
付
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
記
事
の
所
々
に
は
異
本
と
校
合
し
た
部
分
が
あ
る
が
、
こ
の
な
か

に
は
本
文
と
同
筆
と
み
ら
れ
る
追
記
の
ほ
か
に
明
ら
か
な
異
筆
も
存
在
し
、

欠
損
部
分
の
記
事
を
補
筆
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
同
史
料
が
他
の
補
任
次
第

を
参
照
し
つ
つ
作
成
さ
れ
、
そ
の
後
も
長
期
に
わ
た
っ
て
利
用
さ
れ
て
き
た

こ
と
が
分
か
る
。

　
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
重
要
な
問
題
を
～
点
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
森
幸
夫
は
、
正
安
四
年
（
一
三
〇
二
）
に
就
任
す
る
貞
顕
ま
で
の

記
載
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
『
六
波
羅
守
護
次
第
匝
を
～
四
世
紀
初
頭
の

成
立
と
推
定
す
る
。
し
か
し
、
現
状
の
第
一
～
五
言
は
欠
損
部
分
の
大
小
に

よ
り
横
の
法
量
の
合
計
が
異
な
る
も
の
の
、
本
来
は
ほ
ぼ
同
寸
法
の
料
紙
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
貞
顕
の
項
の
記
事
と
第
五
紙
末
端
と
の
間
の
余

白
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
宋
端
は
他
の
断
簡
部
分
と
は
異
な
り
直
線
的
に
裁
断

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
状
の
第
五
紙
末
尾
は
現
存
が
確
認
で
き
な
い
第

六
紙
と
の
紙
継
閉
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
『
六
波
羅
守
護
次
第
扇

は
後
項
史
料
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
成
立
時
期
も
、
先
学
の
い
う
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

世
紀
初
頭
よ
り
も
や
や
下
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
①
　
第
一
紙
と
第
ご
㏄
紙
の
横
の
法
最
の
合
計
は
他
の
料
紙
よ
り
も
若
干
短
い
が
、
い

　
　
ず
れ
も
冒
頭
部
分
の
欠
損
に
よ
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
第
～
紙
の
内
題
部
分
は
行

　
　
の
大
半
を
欠
損
し
て
お
り
、
袖
に
は
も
う
少
し
余
白
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
第
三
紙
に
つ
い
て
は
、
義
宗
の
項
と
第
二
紙
の
時
輔
の
項
の
間
隔
や
、
時
輔
の
項

　
　
の
内
容
か
ら
み
て
、
時
輔
の
項
の
後
半
部
分
に
数
行
の
欠
損
が
あ
る
も
の
と
み
ら

　
　
れ
る
。

　
②
　
な
お
、
宗
宣
の
項
の
部
分
に
は
三
筆
の
裏
書
が
あ
る
。
宗
宣
の
経
歴
が
詳
細
に

　
　
記
さ
れ
て
い
る
が
、
墨
色
が
薄
く
判
読
し
え
な
い
部
分
も
多
い
の
で
、
今
回
は
割

　
　
愛
し
た
。

二
　
執
権
と
連
署

　
さ
て
、
噸
六
波
羅
守
護
次
第
』
の
記
事
を
参
考
に
し
な
が
ら
諸
史
料
の
記

事
を
校
合
し
、
各
探
題
の
在
任
時
期
を
お
も
に
入
洛
と
出
京
の
時
期
に
も
と

づ
い
て
想
見
化
す
る
と
、
《
表
》
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
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れ
に
際
し
て
は
、
以
前
に
発
給
文
書
の
考
察
な
ど
を
通
じ
て
提
示
し
た
《
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

～
期
》
《
第
二
期
》
《
第
三
前
期
》
《
第
三
後
期
》
の
時
期
区
分
を
踏
襲
し
た
。

以
下
《
表
》
を
参
照
し
な
が
ら
、
探
題
人
事
に
関
す
る
問
題
に
検
討
を
加
え

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
従
来
、
泰
時
と
時
房
の
後
任
は
両
入
子
息
の
時
氏
と
時
盛
と
さ
れ
る
。
し

か
し
《
第
一
期
》
に
は
、
あ
え
て
通
説
と
反
す
る
人
物
の
名
前
を
あ
げ
て
お

い
た
。
時
房
の
嫡
子
、
朝
直
で
あ
る
。

　
『
吾
妻
鏡
』
貞
応
三
年
（
一
二
二
四
）
六
月
二
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
北
条

《表》六波羅探題任免一覧

《第1期》　　　　　　　〈期間〉 〈北方〉 〈天爵〉

承久3年（1221）6月　一貞応3年（1224）6月 ◎泰β寺 時房

貞応3年G224）6月　一嘉禄元年（1225）6月
一

◎工房

嘉禄元年（1225）6月　一嘉禄2年（ユ226）正月頃 ◎据苗 朝直

嘉禄2年（1226）正月頃一寛喜2年（1230）3月 ◎蒔氏 時二

重：喜2年（1230）　3月　　一仁治3年（1242）　5月 ◎重時 時習

《第2期》

仁治3年　（1242）　5月　　～宝治元年　（1247）　7月 ◎重時

一宝治元年（！247）7月　一建長8年（1256）3月 ◎長時
㎜建長8年（1256）　　　一文永元年（！264）U月 ◎時茂

｝文永元年（1264）11月　一文永7年（1270）正月 ◎時茂 時輔

文永7年（1270）正月　～文永8年（1271）11月
一

◎時輔

文永8年（1271）U月　一文永9年（ユ272）2月 ◎義宗 時輔

文永9年（1272）2月　一建治2年G276）12月 ◎義宗

一《第3前期》

建治3年（1277）ユ2月　一弘安7年（1284）6月 ◎時村 時国

弘安7年（1284）6月　～弘安7年（1284）12月 ◎二村

一弘安7年（！28の12月　～弘安！0年（1287）8月 ◎時村 兼時

弘安10年　（1287）　9月　　～弘安11年　（1288）　2月 ◎兼時

一弘安11年（！288）2月　一正応6年（1293）正月 ◎兼時 尊重

正応6年（ユ293）正月　一正応6年（ユ293）4月
一

盛房

正応6年G293）4月　一永仁5年（1297）5月 ◎久時 盛房

永仁5年（1297）5月　一永仁5年（ユ297）6月 ◎久時

一《第3後期》

永仁5年（1297）7月　一正安2年（1300）11月 宗方 ◎露悪

正安2年（1300）ユ1月　一正安3年（1301）6月
｝

◎宗宣

正安3年（1301）6月　～正安4年（1302）正月 ◎基時 露悪

正安荏年　（1302）正月　　～正二安4年　（1302）　7月 ◎基時

一正安4年（1302）7月　～嘉元元年（1303）10月 ◎基面 貞顕

嘉元元年（1303）10月　～嘉元元年（1303）工2月

一
◎貞顕

嘉元元年（1303）12月　　一徳治2年（1307）　8月 時範 ◎貞顕

徳治2年（1307）8月　～延慶元年（1308）12月
一

◎貞顕

延慶元年（1308）玉2月　～延慶2年（ユ309）正月頃 貞顕 貞房

延慶2年（1309）正月頃～延慶2年（1309）ユ2月頃
一

◎貞房

延慶3年目3ユ0）　7月　　一延慶3年G310）　8月 ◎貞顕

一延慶3年（1310）8月　～正和3年G3ユ4）10月 ◎貞顕 ll寺敦

正和3年（13ユ4）ユ0月　～正和4年（1315）6月
…

◎時敦

正和4年（1315）　6月　　一正和4年（1315）　9月 ◎毒悪

㎜正和4年（1315）9月　～元応2年（1320）5月 時敦 ◎二二

元応2年（1320）5月　一元亨元年（132ユ）12月
一

◎維貞

元亨元年（1321）12月　～元亨4年（1324）8月 範貞 ◎維貞

元亨4年（1324）8月　～元亨4年（1324）ll月 ◎範貞

｝元亨4年（1324）11月　～元徳2年（1330）閏6月 範貞 ◎貞将

元徳2年（1330）閏6月～元徳2年（1330）8月 ◎範貞

一元徳2年　（1330）　8月　　一ラ己徳2年　（1330）12月 範貞 時無

元徳2年　（ユ330）工2月　　～元弘3年　（ユ333）　5月 ◎仲時 時益
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義
時
の
死
に
よ
る
七
時
と
軍
門
の
下
向
を
う
け
、
こ
の
日
、
時
氏
と
時
盛
が

上
洛
す
る
た
め
に
鎌
倉
を
発
し
て
い
る
。
各
補
任
次
第
は
、
両
人
の
就
任
を

こ
の
貞
応
三
年
（
一
二
二
四
）
六
月
と
す
る
。
し
か
し
、
噸
明
月
記
幽
嘉
禄

元
年
（
一
二
二
五
）
六
月
一
四
・
一
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
感
心
が
大
江
広
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

死
去
の
報
に
接
し
、
　
一
五
日
に
京
都
を
発
し
て
い
る
。
時
房
は
こ
れ
以
前
に

再
び
上
洛
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
佐
藤
進
一
や
上
横
手
雅
敬
が
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

す
る
よ
う
に
、
時
房
の
離
任
は
こ
の
時
点
ま
で
引
き
下
げ
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
時
房
V

　
『
明
月
記
隔
同
月
一
五
日
条
に
「
相
州
尚
更
下
向
云
々
。
」
、
そ
の
頭
注
に

　
　
　
　
　
　
（
泰
時
・
時
房
）
昌
目

「
留
京
武
士
、
両
国
司
子
息
尉
”
本
間
左
衛
門
久
家
．
申
務
愚
問
左
衛
門
．

石
川
六
郎
云
々
。
」
と
あ
る
。
佐
藤
進
　
は
「
両
国
司
子
息
」
を
時
氏
と
時

盛
、
さ
ら
に
「
相
州
一
一
人
」
を
「
相
州
家
人
」
の
誤
記
と
み
て
「
本
間
」
以

下
に
か
か
る
割
注
と
解
釈
し
、
再
三
は
こ
の
こ
ろ
時
氏
と
時
盛
の
上
位
の
探

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

題
と
し
て
の
立
場
に
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
上
横
乎
雅
敬
も
、
時
氏
と
時
盛
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

零
細
下
向
後
に
正
式
に
就
任
す
る
と
理
解
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
時
房
の
下
向
に
さ
き
だ
つ
『
明
月
記
』
同
月
一
四
田
条
に
は

「
意
・
郎
鵡
趣
太
郎
可
一
層
至
と
あ
る
・
「
意
・
郎
」
と
は
・
時

房
の
嫡
男
朝
直
の
こ
と
で
あ
る
。
時
房
が
最
終
的
に
下
向
す
る
嘉
禄
元
年

（｝

�
�
ﾜ
）
六
月
の
段
階
で
は
産
直
も
在
京
し
て
お
り
、
そ
の
の
ち
に
な

っ
て
朝
直
は
鎌
倉
へ
下
向
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
明
月
記
』
嘉
禄
二

年
（
ご
三
六
）
正
月
ご
～
一
条
に
は
「
相
州
子
息
男
女
、
来
廿
六
日
引
卒

　
　
　
（
時
盛
）
也
夏

　
　
　
掃
部
助
イ
月
～
人
可
二
在
京
「
云
々
。
扁
と
あ
る
。

下
向
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
佐
藤
進
一
の
お
こ
な
っ
た
よ
う
な
史
料
操
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
け

を
こ
と
さ
ら
に
用
い
る
ま
で
も
な
く
、
「
両
国
司
子
息
コ
帰
」
に
つ
い
て
は

泰
時
子
息
の
時
氏
と
時
房
子
息
の
「
二
人
」
、
つ
ま
り
釜
中
と
三
盛
の
三
門

の
こ
と
だ
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
嘉
禄
元
年
（
～
二
二
五
）
六
月
の

段
階
で
は
墨
壷
で
は
な
く
、
時
氏
と
朝
直
の
二
名
が
そ
の
留
守
を
預
か
る
主

要
な
人
材
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
の
ち
に
朝

直
ら
時
房
子
息
が
続
々
と
下
向
す
る
な
か
、
自
盛
が
コ
人
可
一
一
在
京
し
と

さ
れ
た
嘉
禄
二
年
忌
二
二
六
）
正
月
に
い
た
り
、
よ
う
や
く
時
習
と
時
盛

両
人
の
留
京
が
確
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
諸
史
料
の
記
す
貞
応
三
年
（
＝
一
二
四
）
説
や
先
学
の
い

う
慕
禄
元
年
（
一
　
三
五
）
説
に
は
、
い
ず
れ
も
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
む

ろ
ん
、
朝
直
を
探
題
と
み
な
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
別
の
議
論
を
要
す
る
け

れ
ど
も
、
朝
直
の
事
例
は
《
第
一
期
》
に
六
波
羅
探
題
が
い
ま
だ
確
固
と
し

た
役
職
と
し
て
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
地
位
が
な
お
流
動
的
な

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
よ
う
。

　
加
え
て
、
仁
治
三
年
（
＝
～
四
二
）
の
三
盛
下
向
後
の
《
第
二
期
》
に
は
、

重
時
流
に
よ
る
北
方
歴
任
期
が
三
〇
年
以
上
も
続
く
。
こ
の
間
、
南
方
に
就

任
し
た
の
は
時
輔
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時
村
と
時
国
が
探
題
に
就
任
す

る
建
治
三
年
（
＝
｝
七
七
）
＝
｝
月
以
降
、
よ
う
や
く
重
時
流
に
限
ら
ぬ
北
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条
氏
の
各
流
が
両
職
を
歴
任
す
る
の
を
通
例
と
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、

北
条
氏
一
門
工
名
が
六
波
羅
に
常
駐
す
る
、
と
い
う
通
説
的
な
理
解
は
《
第

一
期
》
と
《
第
二
期
》
に
は
必
ず
し
も
妥
当
し
な
い
。
そ
う
し
た
体
制
は
、

時
村
・
時
国
期
以
降
の
《
第
三
期
》
に
は
じ
め
て
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
守
護
）

　
『
六
波
羅
守
護
次
第
』
の
時
国
の
項
に
は
「
可
レ
為
二
六
波
羅
口
□
一
之
由
、

被
レ
成
二
関
東
御
教
書
一
」
と
あ
り
、
騨
建
治
三
年
記
』
一
一
一
月
一
九
日
条
で
は

　
　
　
（
時
村
）

時
国
に
「
奥
州
相
共
、
致
一
ユ
ハ
波
羅
雑
務
↓
可
レ
加
二
署
判
」
と
命
じ
ら
れ
て

　
⑥い

る
。
『
沙
汰
未
練
書
騙
の
裁
許
状
の
作
成
手
続
き
を
解
説
し
た
部
分
に

「
清
書
首
書
上
置
難
黄
身
附
与
学
童
翠
両
靴
被
幽
・

あ
る
よ
う
に
、
発
給
文
書
へ
の
署
判
は
探
題
の
重
要
な
職
務
と
認
識
さ
れ
て

い
た
。
以
前
に
筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
、
両
探
題
併
任
期
の
発
給
文
書
に
両

人
が
連
署
す
る
原
則
が
確
立
す
る
の
は
時
村
・
時
国
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る

　
　
　
　
⑧

と
指
摘
し
た
。
そ
の
画
期
は
、
時
国
に
対
し
て
「
可
レ
加
＝
署
判
一
」
と
命
じ

ら
れ
た
、
ま
さ
に
こ
の
時
点
に
こ
そ
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
加
え
て
、
前
掲
『
建
治
三
年
記
』
に
み
え
る
時
国
へ
の
指
令
や
、
両
探
題

の
一
方
が
執
権
と
し
て
の
地
位
に
あ
っ
た
と
い
う
森
幸
夫
の
指
摘
を
ふ
ま
え

る
と
、
六
波
羅
に
お
け
る
二
名
の
首
班
は
関
東
と
同
様
、
執
権
と
連
署
と
い

う
関
係
に
あ
っ
た
と
理
解
し
う
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
両
探
題
の
併
任
や

帝
業
に
関
す
る
原
則
の
確
立
時
期
か
ら
み
て
、
六
波
羅
に
お
け
る
執
権
・
連

署
制
の
確
立
時
期
も
、
こ
の
建
治
三
年
（
＝
～
七
七
）
＝
一
月
の
時
点
に
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
い
え
ば
、
《
第
一
期
》
と
《
第
二
期
》
に
は
一
方
探
題
に
よ
る
単

独
発
給
文
書
が
数
多
く
み
ら
れ
、
重
時
流
の
人
物
に
よ
る
単
独
期
も
長
期
に

わ
た
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
執
権
と
連
署
の
別
が
さ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
状
況
を
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
《
第
三
期
》
に

両
探
題
の
併
任
が
通
例
化
す
る
こ
と
で
、
執
権
と
連
署
の
別
が
明
確
化
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
六
波
羅
の
執
権
と
連
署
を
確
定
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
す

で
に
森
幸
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
関
東
申
次
の
勅
命
施
行
状
は
六
波
羅
の

執
権
を
単
独
の
宛
所
と
す
る
。
ま
た
、
他
の
諸
権
門
か
ら
六
波
羅
へ
の
出
訴

に
用
い
ら
れ
る
挙
状
も
同
様
に
、
六
波
羅
の
執
権
の
名
を
単
独
で
宛
所
に
す

え
る
の
を
通
例
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
貞
顕
と
貞
房
、
範
貞
と
普
選
の
併
任

期
に
つ
い
て
は
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
か
っ
た
基
時
と
貞
顕
の
併
任
期
に
つ
い
て
は
基
時
宛
の
文
書
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
基
時
と
撒
播
の
併
任
期
に
つ

い
て
も
、
同
じ
く
常
時
が
執
権
で
あ
っ
た
こ
と
が
別
の
史
料
か
ら
確
認
さ
れ

る
。　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
六
波
羅
に
お
け
る
歴
代
の
執
権
と
連
署
を
か
な
り
の

程
度
ま
で
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
は
、
《
表
》
に
「
◎
扁
で

示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
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六波羅探題任免小考（熊谷）

①
前
掲
、
拙
稿
「
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
。
前
掲
、
同

　
「
六
波
羅
・
守
護
体
制
の
構
造
と
展
開
」
。
各
任
免
時
期
の
確
定
作
業
の
詳
細
に

　
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

②
以
下
、
国
書
刊
行
串
本
に
よ
る
。

③
佐
藤
進
一
「
光
明
寺
為
体
小
考
－
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
研
究
の
　
史
料
に
畏
い

　
て
一
扁
（
前
掲
、
同
『
増
訂
　
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
㎞
。
初
出
は
一
九
四
一
二

　
年
）
。
上
横
手
雅
敬
「
執
権
政
治
の
確
立
」
（
同
鴨
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』
塙
轡

　
房
、
一
九
七
〇
年
。
初
出
は
一
九
五
三
～
｝
九
五
八
年
）
。

④
前
掲
、
佐
藤
進
一
「
光
明
寺
残
篇
小
考
」
。

⑤
前
掲
、
上
横
手
雅
敬
「
執
権
政
治
の
確
立
」
。

⑥
以
下
噛
増
補
続
史
料
大
成
』
本
に
よ
る
。

⑦
佐
藤
進
一
他
編
㎎
中
世
法
制
史
料
集
第
二
巻
室
町
幕
府
一
戸
に
よ
る
。

⑧
前
掲
、
拙
稿
《
六
波
羅
探
題
発
給
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
。

⑨
「
東
寺
百
合
文
書
」
ヨ
函
六
三
一
一
、
（
乾
元
二
年
）
正
月
二
〇
日
、
法
印
祐

　
遍
書
状
案
（
『
鎌
倉
遺
文
臨
一
　
八
巻
一
一
一
三
三
九
号
）
。
以
下
『
鎌
倉
遺
文
幅
所
収

　
文
書
は
門
鎌
二
八
－
二
一
三
三
九
」
の
ご
と
く
略
記
す
る
。

三
離
任
と
就
任

　
《
表
》
か
ら
は
、
ほ
か
に
も
探
題
人
事
に
関
す
る
論
点
が
浮
上
す
る
。
た

と
え
ば
、
北
条
氏
一
門
か
ら
二
名
を
選
任
す
る
の
が
通
例
化
す
る
《
第
三

期
》
に
も
、
一
方
な
い
し
両
方
が
空
席
に
な
る
場
合
は
多
い
。
《
第
三
期
》

に
探
題
二
名
の
設
置
が
通
例
化
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
《
第
一
期
》

や
《
第
二
期
》
と
比
較
し
た
場
合
の
評
価
と
い
う
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
建
治
二
年
（
＝
～
七
六
）
一
一
再
の
義
宗
下
向
後
、
翌
年
一
二
月
の
時
村

と
時
国
の
就
任
ま
で
に
は
、
約
｝
年
の
空
席
期
が
あ
る
。
こ
の
建
治
三
年
一

二
月
は
既
述
し
た
よ
う
に
、
探
題
二
名
の
併
任
や
文
書
発
給
に
お
け
る
連
署

の
原
則
、
そ
れ
に
六
波
羅
に
お
け
る
執
権
・
連
署
制
の
確
立
時
期
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
建
治
三
年
一
二
月
は
訴
訟
制
度

や
遵
行
制
度
な
ど
、
鎌
倉
幕
府
機
関
と
し
て
の
六
波
羅
の
確
立
過
程
に
お
け

る
も
っ
と
も
大
き
な
画
期
で
あ
っ
た
。
文
永
一
｝
年
（
＝
一
七
四
）
の
蒙
古

襲
来
を
経
て
、
翌
建
治
元
年
末
に
い
た
り
、
鎮
西
方
面
を
中
心
に
西
国
守
護

の
大
規
模
な
更
迭
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
建
治
三
年
越
ま
で

に
、
畿
内
近
国
守
護
の
座
か
ら
北
条
氏
一
門
以
外
の
非
在
京
御
家
人
が
除
か

れ
る
と
と
も
に
、
有
力
在
京
御
家
人
で
も
あ
る
畿
内
近
国
守
護
が
六
波
羅
評

定
衆
と
し
て
編
成
さ
れ
、
六
波
羅
と
守
護
が
こ
の
地
域
の
支
配
を
よ
り
緊
密

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
支
え
る
体
制
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
西
国
支
配
の
根
幹
に
も
か
か
わ
る
改
革
と
並

行
し
て
、
六
波
羅
の
執
権
・
連
署
制
は
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
時

村
と
時
国
の
就
任
に
さ
き
だ
つ
約
一
年
問
の
空
席
期
は
、
こ
う
し
た
大
規
模

な
制
度
改
革
の
準
備
に
費
や
さ
れ
た
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
延
慶
葦
（
一
三
〇
九
）
＝
万
の
機
器
の
没
後
に
は
約
半
年
の

空
席
期
が
あ
る
。
従
来
、
黒
房
は
貞
顕
の
後
任
と
し
て
南
方
に
就
任
し
た
と
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の
説
や
、
貞
房
は
時
範
の
後
任
と
し
て
北
方
に
就
任
し
た
と
す
る
説
な
ど
、

こ
れ
ら
三
盛
の
関
係
に
つ
い
て
は
各
補
任
次
第
、
先
学
と
も
に
見
解
が
一
致

し
て
い
な
い
。

　
な
か
で
も
、
貞
顕
の
離
任
に
つ
い
て
は
少
々
問
題
が
あ
る
。
実
は
、
貞
顕

と
貞
房
が
と
も
に
花
押
を
す
え
る
延
慶
元
年
（
；
一
〇
八
）
＝
～
月
二
三
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

二
四
日
付
の
六
波
羅
下
知
状
が
現
存
し
、
こ
の
と
き
貞
顕
と
貞
房
は
と
も
に

在
職
し
て
い
る
こ
と
が
潤
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
直
後
、
貞
顕

は
関
東
へ
下
向
す
る
こ
と
に
な
る
。
貞
顕
の
鎌
倉
到
着
は
、
翌
年
正
月
一
三

　
　
　
　
　
　
　
③

日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
で
貞
顕
は
正
式
に
離
任
し
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
さ
そ

う
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
同
年
二
月
二
一
日
付
の
六
波
羅
御
教
書
の
差

出
に
は
、
「
前
越
前
守
（
花
押
）
／
越
後
守
」
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
花
押
こ

そ
み
え
な
い
も
の
の
、
貞
顕
の
官
職
が
貞
房
の
そ
れ
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
④

る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
間
の
事
情
を
さ
ぐ
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
貞
房
の
上

洛
に
さ
き
だ
つ
延
慶
元
年
（
一
三
〇
八
）
一
…
月
の
貞
顕
書
状
に
は
、
「
為
二

（
時
範
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

遠
州
替
哨
今
度
上
洛
人
、
被
レ
座
一
南
方
納
是
可
レ
被
レ
移
二
北
方
一
由
、
如
法
巷

　
　
　
　
　
⑤

説
候
。
」
と
あ
る
。
徳
治
二
年
（
＝
二
〇
七
）
八
月
の
時
範
没
後
、
一
年
以

上
も
貞
顕
は
単
独
で
探
題
の
職
務
を
担
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
南
方

の
貞
顕
が
北
方
に
移
り
、
北
方
で
あ
っ
た
時
範
の
後
任
に
別
人
が
南
方
に
就

任
す
る
と
の
風
聞
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
う
し
た
事
情
を
ふ
ま
え
る
と
、
貞
顕
の
突
然
の
下
向
を
つ
ぎ
の
よ
う
に

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
鎌
倉
下
向
を
望
む
貞
顕
は
延
慶
7
0
年
（
；
一
〇

八
）
一
一
月
、
み
ず
か
ら
が
南
方
か
ら
北
方
に
転
じ
て
引
き
続
き
出
京
す
る

と
の
風
聞
を
え
た
。
そ
し
て
翌
月
、
実
際
に
貞
房
が
南
方
と
し
て
上
洛
し
た
。

貞
房
が
時
範
後
任
の
北
方
で
は
な
く
南
方
に
就
任
し
た
の
は
、
時
風
流
が
南

方
就
任
を
慣
例
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
貞
顕
は
北
方
に
移
り
、

や
む
な
く
貞
房
と
併
任
し
た
も
の
の
、
多
年
に
わ
た
る
在
京
を
厭
い
、
ほ
ど

な
く
非
公
式
に
鎌
倉
へ
と
下
向
し
た
。
そ
し
て
、
貞
顕
は
関
東
の
三
番
引
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

頭
人
に
就
任
す
る
延
慶
二
年
（
｝
三
〇
九
）
三
月
～
五
日
ま
で
に
、
探
題
か

ら
の
離
任
を
正
式
に
許
可
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
同
年
＝
～
月
に
貞

房
が
没
し
た
の
ち
の
約
半
年
間
は
、
こ
う
し
た
萌
歴
を
も
つ
貞
顕
を
再
び
北

方
と
し
て
上
洛
さ
せ
る
た
め
に
費
や
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
維
貞
の
場
合
に
も
同
様
の
事
例
が
あ
る
。
『
武
家
年
代
記
』
正
和

四
年
（
＝
三
五
）
条
は
、
正
和
三
年
（
；
二
四
）
～
二
月
に
維
貞
に
対

　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

し
て
「
可
レ
有
ニ
鵜
原
一
之
旨
、
被
レ
成
；
御
教
書
ご
と
記
す
。
当
時
、
南
方
に

は
時
報
が
在
任
し
て
い
た
が
、
時
鳥
は
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
六
月
に
北

方
へ
と
転
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
維
貞
が
実
際
に
上
洛
す
る
の
は
同
年
九
月

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
間
に
は
半
年
以
上
の
空
白
が
あ
る
。
前
述
の
電
炉
の

事
例
と
同
様
、
時
質
流
が
南
方
に
就
任
す
る
の
を
慣
例
と
し
た
た
め
に
、
時
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敦
を
在
京
の
ま
ま
北
方
に
転
任
さ
せ
る
の
に
際
し
て
こ
の
よ
う
な
時
間
を
要

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
欝
欝
の
離
任
ま
で
の
経
緯
も
興
味
深
い
。
元
応
二
年
（
一
三
二

〇
）
五
月
に
時
敦
が
没
し
た
の
ち
、
そ
の
後
任
は
…
年
以
上
も
派
遣
さ
れ
ず
、

維
貞
の
み
が
探
題
の
任
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
『
将
軍
執
権
次
第
』

噸
鎌
倉
大
日
記
騙
元
亨
元
年
（
；
三
一
）
条
に
よ
る
と
、
維
貞
は
同
年
七

月
三
日
に
「
吉
島
笥
向
関
東
こ
す
る
が
、
「
御
気
色
不
快
扁
の
た
め
に
同
月

五
B
に
「
上
洛
」
す
る
。
「
俄
」
と
か
「
御
気
色
不
快
」
と
い
う
表
現
か
ら

み
て
、
こ
の
下
向
も
突
然
の
行
動
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
希
望
は

許
可
さ
れ
ず
、
維
貞
は
こ
の
の
ち
約
三
年
間
、
探
題
の
職
に
在
職
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
六
波
羅
探
題
の
お
か
れ
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
立
場
を
示

す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
、
六
波
羅
探
題
は
関
東
の
執
権
や
連
署
に
つ

ぐ
要
職
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
《
第
三
期
》
の
一
七
名
の

鎌
倉
下
向
後
の
役
職
は
評
定
衆
や
引
付
頭
人
が
大
部
分
を
占
め
、
執
権
や
連

署
ま
で
昇
進
し
た
の
は
宗
宣
、
三
時
、
貞
顕
、
維
貞
の
四
名
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
、
若
年
で
探
題
に
就
任
し
た
兼
時
、
久
時
、
宗
方
、
古
集
の
場
合
に
は
、

鎌
倉
下
向
後
に
は
じ
め
て
評
定
衆
以
上
に
昇
進
し
て
い
る
。

　
か
つ
て
上
横
手
雅
敬
は
、
北
条
町
一
門
内
に
は
六
波
羅
探
題
の
職
を
忌
避

す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
は
労
多
く
功
少
な
い
た
め
だ
と

　
　
　
⑦

評
価
し
た
。
首
肯
す
べ
き
指
摘
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
例
に
照
ら
せ
ば
、
六
波

羅
探
題
は
関
東
の
引
付
頭
人
と
同
等
か
そ
れ
よ
り
下
位
に
あ
っ
た
と
み
る
の

が
相
応
で
あ
る
。
六
波
羅
探
題
は
出
世
階
梯
上
に
お
い
て
も
歓
迎
す
べ
き
職

で
は
な
く
、
欠
員
が
生
じ
て
も
そ
の
後
任
決
定
に
は
か
な
り
の
困
難
が
強
い

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各
探
題
が
交
代
す
る
際
の
若
干
の
時
間

的
空
白
や
貞
顕
や
維
貞
の
関
東
下
向
と
い
っ
た
事
象
の
水
面
下
に
お
い
て
は
、

六
波
羅
探
題
と
い
う
職
を
め
ぐ
り
、
京
都
と
鎌
倉
を
巻
き
こ
ん
で
微
妙
な
折

衝
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
前
掲
、
拙
稿
「
六
波
羅
に
お
け
る
裁
許
と
評
定
」
。
前
掲
、
同
門
六
波
羅
・
守

　
　
護
体
制
の
構
造
と
展
開
」
。

　
②
「
山
内
首
藤
文
書
扁
延
慶
元
年
＝
戸
二
三
日
、
六
波
羅
下
知
状
（
鍍
三
一

　
　
二
一
二
四
九
〇
）
。
　
「
益
田
｛
家
文
書
」
延
慶
一
兀
年
　
二
月
二
四
［
口
、
　
山
ハ
波
羅
下
知
状

　
　
（
鎌
三
一
一
二
三
四
九
二
）
。

　
③
「
金
沢
文
庫
文
書
扁
（
延
慶
二
年
）
正
月
一
四
日
、
順
覚
轡
状
（
塞
三
一
二

　
　
三
五
五
九
）
。

　
④
「
忽
那
文
書
」
延
慶
二
年
置
旦
＝
日
、
六
波
羅
御
教
書
（
鎌
＝
二
⊥
＝
二
五

　
　
九
六
）
。

　
⑥
「
金
沢
文
庫
文
書
」
（
延
慶
元
年
）
二
月
三
日
、
北
条
貞
顕
書
状
（
鐘
三

　
　
…
二
三
四
四
〇
）
。

　
⑥
噸
鎌
倉
年
代
記
睡
延
慶
二
年
条
。
「
金
沢
文
魔
文
書
」
（
延
慶
二
年
）
ヨ
月
一
五

　
　
日
、
北
条
貞
顕
書
状
（
『
鎌
倉
遺
文
隔
一
三
巻
二
三
六
三
七
号
）
。
た
だ
し
後
年
、

　
　
貞
顕
は
門
且
愚
老
、
延
慶
二
年
に
、
最
勝
園
寺
殿
御
時
、
下
向
候
時
、
前
年
の
十

　
　
一
月
に
、
明
春
可
「
…
下
向
噌
之
由
、
預
二
御
返
事
…
候
了
。
」
と
述
べ
て
お
り
、
何
ら

　
　
か
の
内
諾
は
う
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
「
金
沢
文
庫
文
書
」
年
月
日
未
詳
、
崇
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顕
靴
賂
書
状
（
鎌
三
九
一
三
〇
五
八
O
）
）
。

　
　
エ
ロ
ゑ

⑦
上
横
手
雅
敬
「
六
波
羅
探
題
と
悪
党
」
（
同
『
鎌
倉
時
代
政
治
史
研
究
軸
吉
川

　
弘
轟
v
ハ
館
、
　
一
九
九
一
年
。
初
山
山
は
一
九
山
ハ
○
年
）
。

四
　
北
殿
と
南
殿

　
つ
ぎ
に
、
『
六
波
羅
守
護
次
第
』
の
記
事
を
参
照
し
な
が
ら
、
執
権
・
連

署
、
北
方
・
南
方
と
六
波
羅
の
邸
宅
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
九
七
）

　
『
六
波
羅
守
護
次
第
』
の
亀
虫
の
項
に
は
、
「
永
仁
五
・
七
・
廿
七
、
入

洛
、
着
二
予
長
井
掃
部
落
貞
重
宿
所
黙
麟
車
外
同
製
・
三
、
御
物
沙
汰
、
始
レ

之
。
承
久
以
後
、
為
一
南
殿
↓
執
権
重
富
也
。
同
説
｝
・
江
、
始
被
レ
立
二
南

殿
叢
繭
房
／
・
轡
異
・
正
音
八
・
貴
責
要
所
霧
曇
勝
璽

同
二
三
、
於
薪
挙
銭
□
［
／
目
晶
評
定
。
」
と
あ
る
。
高
橋
豊

郎
は
こ
の
記
事
を
根
拠
に
、
初
代
時
房
以
来
の
代
々
の
南
方
は
同
～
の
宿
所

を
使
用
し
た
と
述
べ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
宗
宣
の
項
の
「
始
被
レ
立
二
南
殿

藤
繍
房
／
錫
」
の
部
分
は
、
宗
宣
が
時
房
の
駄
に
南
殿
を
蜜
か

へて
建
て
た
、
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
時
房
の
宿
所
は
い
つ
し
か
廃
絶
し
、

そ
の
故
地
に
宗
寛
が
南
殿
を
再
建
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
宗
宣
が
南
方
と
し
て
最
初
の
六
波
羅
の
執
権
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
「
承
久
以
後
」
以
下
の
記
事
か
ら
森
幸
夫
が
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
を
切
り
離
す
の
で
は
な
く
宗
宣
の
項
全
体
の
な
か

で
解
釈
す
る
こ
と
で
、
六
波
羅
の
執
権
に
関
す
る
新
た
な
知
見
を
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
も
っ
と
も
単
純
に
考
え
る
と
、
こ
の
部
分
は
そ
の
前
の
部
分
、
つ
ま
り
長

井
貞
重
宿
所
で
宗
宣
が
お
こ
な
っ
た
「
御
物
沙
汰
扁
の
説
明
と
み
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
末
尾
の
「
同
二
・
二
、
三
二
新
殿
↓
御
□
［
日
／

解
糖
定
。
」
の
部
分
を
原
本
で
確
認
す
る
と
、
「
御
腰
の
部
分
は
残
画

か
ら
門
御
物
」
と
判
読
で
き
る
。
こ
こ
に
は
本
来
、
「
於
＝
新
殿
↓
御
物
沙
汰
、

始
レ
客
年
疋
。
」
な
ど
と
い
・
た
文
言
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
森
幸
夫
は
、
六
波
羅
の
執
権
を
両
探
題
の
う
ち
の
政
務
主
導
者
と
評
価
し

た
。
し
か
し
、
前
掲
部
分
を
さ
き
の
よ
う
に
判
読
す
る
と
、
宗
宣
の
項
は
執

権
、
物
沙
汰
、
評
定
の
場
に
関
す
る
一
連
の
記
事
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
つ
ま
り
、
森
の
評
価
か
ら
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
六
波
羅
の
評
定

に
お
け
る
物
沙
汰
を
主
宰
す
る
の
が
執
権
の
権
能
で
あ
る
、
と
い
う
論
点
を

ま
ず
は
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
同
様
に
、
こ
れ
に
続
く
昔
時
の
項
も
従
来
と
は
異
な
る
角
度
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
正
安
三
）
　
（
＝
瓢
〇
一
）

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
基
時
の
項
に
は
「
魚
塩
［
］
・
六
・
廿
一
、
入
洛

牲
先
被
レ
着
二
六
哉
大
路
大
友
癖
高
廿
二
・
被
整
□
北
殿
高

廿
三
、
出
二
南
殿
納
為
二
評
定
［
也
。
窯
出
則
評
定
始
儀
、
在
レ
之
。
三
七
・
十

六
、
於
二
北
殿
↓
評
定
機
翼
。
南
殿
被
レ
渡
レ
之
。
」
と
あ
る
。
両
探
題
に
職
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

上
の
差
異
は
な
い
と
す
る
上
横
手
雅
敬
の
見
解
に
対
し
、
高
橋
慎
一
朗
は
こ
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の
記
事
を
根
拠
に
、
六
波
羅
の
評
定
の
場
に
関
し
て
月
番
制
度
が
存
在
し
た

可
能
性
を
指
摘
す
る
。

　
し
か
し
、
従
来
は
み
の
が
さ
れ
て
き
た
も
の
の
、
二
時
の
項
の
冒
頭
に
は

わ
ず
か
に
「
執
扁
と
い
う
文
字
が
判
読
で
き
る
。
こ
こ
に
は
本
来
「
執
権

也
扁
と
い
っ
た
文
言
が
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
基
時
は
宗
主
や
貞

顕
と
の
併
任
期
を
通
じ
て
、
執
権
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
『
六
波
羅
守
護
次
第
』
を
あ
ら
た
め
て
通
覧
し
て
み
る
と
、
同
史
料
に
は

宗
宣
や
基
時
の
項
を
は
じ
め
と
し
て
六
波
羅
の
執
権
に
関
す
る
記
事
が
数
多

く
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、
兼
時
の
項
の
「
移
目
北

方
↓
執
権
上
判
。
」
、
久
時
の
項
の
「
南
方
盛
期
、
上
鎌
。
然
而
、
為
一
北
方

執
権
↓
久
時
下
判
也
。
」
、
貞
顕
の
項
の
「
但
［
］
執
権
也
。
」
「
与
二
時
範
｝
並
、

為
二
下
露
執
権
一
」
な
ど
、
六
波
羅
の
執
権
に
関
す
る
情
報
を
記
す
こ
と
が
同

史
料
作
成
の
主
眼
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
基
時
の
項
も
、

や
は
り
執
権
の
地
位
に
関
す
る
記
事
と
し
て
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
宗
宣
の
項
に
よ
れ
ば
、
宗
宣
就
任
直
後
の
評
定
の
場
は
長
井
貞
重
宿
所
か

ら
堅
造
の
南
殿
へ
と
移
っ
て
い
る
。
ま
た
、
基
時
の
項
に
よ
れ
ば
、
基
時
就

任
直
後
の
評
定
は
そ
れ
ま
で
執
権
だ
っ
た
宗
宣
の
居
所
で
あ
る
南
殿
、
翌
月

に
は
新
た
に
執
権
と
な
っ
た
基
山
居
所
の
北
殿
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
基
時
の
項
は
、
執
権
の
交
代
に
と
も
な
っ
て
評
定
の
場
が
南
殿
か

ら
北
殿
へ
と
移
っ
た
こ
と
を
示
す
記
事
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
の
記
事
が
示
す
の
は
、
月
番
制
度
の
存
在
で
は
な
い
。
宗
宣

の
就
任
以
前
に
は
い
ず
れ
も
北
方
が
執
権
と
し
て
の
地
位
に
あ
り
、
お
そ
ら

く
評
定
は
北
殿
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
宗
宣
の
執
権
就
任
に
と
も

な
っ
て
執
権
居
所
と
し
て
の
南
殿
が
新
造
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
北
殿
と
爾

難
い
ず
れ
か
の
執
権
居
所
で
評
定
が
主
宰
さ
れ
る
、
六
波
羅
に
お
け
る
ま
っ

た
く
新
し
い
政
務
の
方
式
が
確
立
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
六
波
羅
北
方
に
立
地
し
た
代
々
の
将
軍
御
所
の
造
営
や
維
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
用
途
は
、
す
で
に
鎌
倉
中
期
に
は
御
家
人
役
か
ら
徴
収
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
、
正
和
四
年
（
；
二
五
）
の
御
家
人
役
に
関
す
る
史
料
に
は
「
六
波

　
　
　
　
　
③

笹
下
御
所
用
途
」
、
鎌
倉
末
期
の
史
料
に
は
「
六
波
羅
南
北
御
屋
形
用
途
」

　
　
　
　
　
　
④

の
存
在
が
み
え
る
。
「
南
北
扁
と
い
う
表
現
か
ら
、
こ
れ
は
北
方
と
南
方
の

邸
宅
建
設
や
維
持
の
費
用
を
さ
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。
鎌
倉
末
期
ま
で
に
、

北
方
の
将
軍
御
所
と
と
も
に
南
殿
の
建
設
や
維
持
が
御
家
人
役
の
賦
課
の
た

め
の
名
目
と
し
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
み
る
と
、
明
六
波
羅
守
護
次
第
』
に
宗
宣
に
よ
る
南
殿

建
設
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
さ
ら
に
追
究
し
て
み
る
必
要
が
あ
る

よ
う
に
思
う
。
前
述
の
ご
と
く
高
橋
慎
一
朗
は
、
初
代
時
房
以
来
の
縫
方
は

同
一
の
宿
所
を
使
用
し
た
と
理
解
す
る
。
し
か
し
、
『
六
波
羅
守
護
次
第
匝

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
宗
宣
が
瞳
房
旧
跡
に
南
殿
を
は
じ
め
て
建
て
た
と
記
し
て
い
る
。
宗
宣
の

前
任
者
は
盛
房
で
あ
る
が
、
そ
の
離
任
は
永
仁
五
年
（
＝
～
九
七
）
五
月
、
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宗
宣
の
就
任
は
同
年
七
月
で
あ
る
。
冷
房
以
来
の
邸
宅
が
こ
の
短
期
間
に
突

如
廃
絶
し
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
時
房
の
邸
宅
は
そ
れ
以
前
に
廃
絶
し
て
お

り
、
盛
房
以
前
の
南
方
居
所
は
時
房
旧
跡
と
は
別
個
に
存
在
し
た
と
考
え
る

ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
宗
宣
以
前
の
南
方
は
、
得
宗
家
と
子
房
庶
流
の
人

物
の
み
で
占
め
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
家
系
ご
と
、
あ
る
い
は
個
人
別
に
邸

宅
を
所
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
し
て
、
『
六
波
羅
守
護
次
第
漏
で
南
殿
が
は
じ
め
て
建
て
ら
れ
た
と
特

筆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
南
殿
が
そ
れ
以
前
の
南
方
居
所
と
は
別
の
場
所

に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
何
ら
か
の
性

格
を
具
備
し
て
い
た
か
ら
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
南
殿
は
六
波
羅
の
執
権
が
物
沙
汰
を
主

宰
す
る
評
定
の
場
と
も
な
り
、
御
家
人
役
に
よ
り
建
設
な
い
し
は
運
営
さ
れ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
宣
が
建
て
た
の
は
こ
れ
以
前
の
単
な
る

六
波
羅
南
方
の
私
邸
と
は
異
な
り
、
鎌
倉
幕
府
機
関
と
し
て
の
性
格
を
帯
び

た
六
波
羅
南
殿
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
性
格
を
有
す
る
南
殿
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

宗
宣
の
就
任
に
際
し
て
、
は
じ
め
て
建
て
ら
れ
た
の
だ
と
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
『
六
波
羅
守
護
次
第
嚇
の
作
成
段
階
で
も
っ
と

も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
南
殿
、
さ
ら
に
い
え
ば
幕
府
の
滅
亡
ま
で
存
続
し
た

最
後
の
六
波
羅
爾
殿
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
南
殿
の
成
立
は
、
北
方
と
南
方
と

い
う
役
職
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
変
化
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
上
横
手
雅
敬
は
、
南
方
の
北
方
に
対
す
る
付

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

面
的
地
位
を
指
摘
し
た
。
宗
宣
の
就
任
以
前
に
は
い
ず
れ
も
北
方
が
執
権
の

地
位
に
あ
り
、
ま
た
、
北
方
に
は
将
軍
御
所
が
立
地
し
た
こ
と
か
ら
、
北
方

が
鎌
倉
幕
府
に
と
っ
て
重
要
な
場
で
あ
っ
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
状
況
は
そ
の
実
、
筆
者
の
時
期
区
分
で
い
え
ば
《
第
一
期
》
《
第

二
期
》
《
第
三
前
期
》
の
み
に
妥
当
す
る
。

　
そ
し
て
、
《
第
三
後
期
》
初
頭
に
お
け
る
宗
宣
の
南
方
就
任
以
降
、
そ
う

し
た
関
係
に
変
化
が
生
じ
る
。
宗
宣
以
降
の
南
方
を
家
系
ご
と
に
列
挙
す
る

と
、
実
泰
流
の
貞
顕
・
貞
将
、
時
房
嫡
流
の
華
寿
・
維
貞
、
政
村
流
の
韻

士
・
時
益
と
な
る
が
、
こ
の
う
ち
の
貞
顕
、
維
貞
、
貞
将
の
三
名
は
南
北
併

任
期
に
お
い
て
も
執
権
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
《
第
三
後
期
》
初
頭
に
時
下
嫡
流
の
宗
宣
が
南
方
に
就
任
し
た
の
ち
、
そ

れ
以
前
は
北
方
へ
の
就
任
例
し
か
な
か
っ
た
政
村
流
や
、
そ
も
そ
も
探
題
へ

の
就
任
例
の
な
い
実
泰
流
を
ふ
く
め
た
北
条
氏
各
流
に
よ
る
南
方
へ
の
就
任

例
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
う
ち
の
時
論
嫡
流
と

実
泰
流
に
は
、
南
方
と
し
て
六
波
羅
の
執
権
に
就
任
す
る
道
が
開
か
れ
る
の

で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
六
波
羅
に
お
け

る
執
権
と
連
署
、
北
方
と
南
方
、
北
殿
と
南
殿
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
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六波羅探題任免小考（熊谷）

ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
う
。

　
《
第
三
前
期
》
初
頭
に
六
波
羅
に
お
け
る
執
権
・
連
署
制
が
確
立
し
、
以

後
、
評
定
に
お
け
る
物
沙
汰
を
主
宰
す
る
執
権
の
地
位
が
確
立
す
る
。
そ
し

て
、
《
第
三
後
期
》
初
頭
に
鎌
倉
幕
府
の
京
都
に
お
け
る
政
庁
と
し
て
の
南

殿
が
建
設
さ
れ
る
。
御
家
人
役
に
よ
っ
て
建
設
や
運
営
の
費
用
が
ま
か
な
わ

れ
、
六
波
羅
に
お
け
る
執
権
居
所
と
し
て
評
定
の
場
に
も
使
用
さ
れ
る
北
殿

と
南
殿
と
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
、
北
方
に

対
す
る
南
方
の
役
職
と
し
て
の
付
随
的
地
位
も
解
消
さ
れ
、
南
北
の
い
ず
れ

か
が
六
波
羅
の
執
権
に
就
任
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
前
述
の
ご
と
く
、
探
題
の
地
位
は
北
条
氏
一
門
の
間
で
忌
避
さ
れ
、
そ
の

人
事
を
め
ぐ
っ
て
は
各
巻
の
先
例
や
家
格
、
各
人
の
膓
次
な
ど
、
何
か
と
差

し
障
り
も
多
か
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
厨
房
嫡
流
の
よ
う
に
比
較
的

家
格
が
高
く
、
南
方
就
任
の
先
例
を
も
つ
一
門
を
六
波
羅
の
執
権
と
し
て
派

遣
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
と
も
に
、
実
泰
流
な
ど
探
題
就
任
の
先
例
を

も
た
ぬ
家
系
に
も
北
方
や
南
方
、
ひ
い
て
は
六
波
羅
の
執
権
に
就
任
す
る
道

が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
北
殿
と
と
も
に
政
庁
と
し
て
の
南
殿
を
新
た
に
建
設
し
、
北
方

と
南
方
の
地
位
を
均
質
化
さ
せ
る
一
方
、
執
権
と
連
署
の
別
を
明
確
化
す
る

こ
と
で
、
探
題
人
事
の
柔
軟
化
が
図
ら
れ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
そ
し
て
、
六
波
羅
に
執
権
と
連
署
、
北
方
と
南
方
、
北
殿
と
南
殿
が

並
立
す
る
こ
の
よ
う
な
体
制
が
、
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
へ
の
途
を
た
ど
り
は
じ

め
る
《
第
三
後
期
》
に
い
た
り
、
よ
う
や
く
確
立
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。

　
①
上
横
手
雅
敬
「
穴
波
羅
探
題
の
成
立
」
（
同
『
鎌
倉
時
代
政
治
史
研
究
幅
。
初
出

　
　
は
一
九
五
三
年
）
。

　
②
『
誉
妻
鏡
』
正
嘉
二
年
五
月
九
日
条
。

　
③
門
田
代
文
書
」
正
和
四
年
五
月
日
、
某
注
進
状
（
鎌
三
三
⊥
孟
五
二
五
）
。

　
④
「
和
田
文
書
｝
正
慶
二
年
、
和
田
助
家
代
助
康
目
安
（
『
岸
和
田
市
史
第
六

　
　
二
一
一
三
七
号
）
。

　
⑤
前
掲
、
上
横
手
雅
敬
「
六
波
羅
探
題
の
成
立
」
。

む
す
び
に
か
え
て

　
以
上
、
噸
六
波
羅
守
護
次
第
廓
を
は
じ
め
と
す
る
史
料
に
も
と
づ
き
、
人

事
を
は
じ
め
、
六
波
羅
の
執
権
と
連
署
、
北
方
と
南
方
、
北
殿
と
南
殿
な
ど

に
関
す
る
問
題
に
論
及
し
た
。

　
い
わ
ゆ
る
六
波
羅
探
題
に
つ
い
て
は
、
承
久
三
年
（
＝
　
一
一
一
）
の
承
久

の
乱
を
経
て
成
立
し
、
以
来
、
北
条
氏
～
門
二
名
が
南
北
探
題
と
し
て
六
波

羅
の
政
務
を
支
え
た
と
い
っ
た
説
明
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
時

房
が
鎌
倉
へ
下
向
す
る
際
の
選
句
、
朝
直
、
時
盛
を
め
ぐ
る
状
況
や
、
食
盛

下
向
後
、
重
時
流
の
人
物
が
北
方
を
歴
任
す
る
時
期
が
三
〇
年
以
上
続
く
こ

と
な
ど
を
ふ
ま
え
る
と
、
そ
う
し
た
理
解
は
必
ず
し
も
妥
当
で
あ
る
と
は
い

い
が
た
い
。
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そ
し
て
、
初
度
の
蒙
古
襲
来
を
経
て
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
る
西
国
支
配
の
体

系
に
大
規
模
な
変
更
が
加
え
ら
れ
る
な
か
、
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
末
に

い
た
り
、
そ
の
集
大
成
と
し
て
六
波
羅
の
制
度
改
革
が
断
行
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
を
機
に
、
南
北
両
探
題
の
併
任
や
発
給
文
書
へ
の
連
署
の
原
則

化
と
と
も
に
、
六
波
羅
に
お
け
る
執
権
・
連
署
制
が
整
備
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
六
波
羅
の
執
権
の
重
要
な
権
能
の
ひ
と
つ
は
、
六
波
羅
の
評
定
で
裁
許
を

は
じ
め
と
す
る
物
沙
汰
を
主
宰
す
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
南
北
両
探
題
の
併

任
制
が
整
え
ら
れ
る
な
か
で
、
六
波
羅
の
最
終
決
定
権
者
と
し
て
の
執
権
の

地
位
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
院
宣
を
は
じ
め
と
し
て
他
の
権
門
か

ら
六
波
羅
へ
と
宛
て
た
取
り
次
ぎ
文
書
の
宛
所
に
は
、
執
権
の
名
前
の
み
が

す
え
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
関
東
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
関
東
の
執
権
・
連

署
制
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
、
六
波
羅
に
も
執
権
・
連
署
制
が
導
入
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
＝
二
世
紀
末
に
な
る
と
、
時
房
嫡
流
の
宗
宣
が
南
方
と
し
て
は
じ
め
て
六

波
羅
の
執
権
と
な
る
。
宗
宣
は
就
任
に
際
し
、
始
祖
時
房
の
旧
跡
に
南
殿
を

新
造
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
の
ち
北
殿
と
と
も
に
南
殿
の
造
営
や
修
造
、
運

営
は
御
家
人
役
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
鎌
倉
幕
府
の
政
庁

と
し
て
の
南
殿
が
成
立
し
、
北
方
と
南
方
と
が
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
併
存

し
て
そ
の
政
務
を
担
う
体
制
が
、
＝
篇
世
紀
末
に
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
北
条
氏
一
門
に
と
っ
て
労
多
く
し
て
功
少
な
い
六
波
羅
探
題

へ
の
就
任
は
、
必
ず
し
も
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
六

波
羅
探
題
は
関
東
の
執
権
や
連
署
に
つ
ぐ
要
職
と
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、

実
例
に
照
ら
せ
ば
、
鎌
倉
幕
府
内
の
出
世
階
梯
上
に
お
い
て
六
波
羅
探
題
は

関
東
の
評
定
衆
の
上
位
、
引
付
頭
人
の
下
位
か
そ
れ
と
同
等
の
地
位
に
と
ど

ま
る
。

　
し
か
し
、
探
題
就
任
へ
の
忌
避
は
、
職
務
の
困
難
さ
や
昇
進
上
の
問
題
の

み
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
北
条
時
宗
の
庶
兄
黄
雲
が
諜

殺
さ
れ
た
二
月
騒
動
は
つ
と
に
有
名
で
あ
る
し
、
ま
た
、
時
国
に
つ
い
て
も

種
々
の
史
料
は
謀
叛
を
匂
わ
せ
て
い
る
。
一
門
、
他
門
が
抗
争
を
繰
り
返
す

な
か
で
長
ら
く
鎌
倉
を
離
れ
る
こ
と
は
、
い
ら
ぬ
疑
惑
を
生
む
お
そ
れ
さ
え

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
如
上
の
状
況
を
相
互
に
考
え
あ
わ
せ
る
と
き
、
貞
顕
や
維
貞
が
関
東
の
正

式
な
許
可
を
え
ず
に
突
如
下
向
し
た
理
由
は
、
い
っ
そ
う
明
瞭
に
な
る
。
今

後
、
検
討
を
進
め
て
い
く
の
に
際
し
て
は
、
六
波
羅
探
題
の
お
か
れ
た
こ
の

よ
う
な
立
場
を
ふ
ま
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
六
波
羅
探
題
と
い
う
地
位
が
確
立
す
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
、

各
時
期
の
段
階
差
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
従
来
よ
り
も
連
続
的
に
示
す
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
む
ろ
ん
、
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
六
波
羅
が
鎌
倉
幕
府
の
西
国
支
配
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

関
と
し
て
確
立
す
る
過
程
の
概
要
は
以
前
に
も
述
べ
た
が
、
公
家
や
寺
社
勢
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力
の
存
在
も
ふ
ま
え
た
六
波
羅
の
位
置
づ
け
な
ど
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
山

積
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
べ
て
別
の
機
会
に

譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
前
掲
、
拙
稿
「
六
波
羅
に
お
け
る
裁
許
と
評
定
」
。
前
掲
、

　
護
体
制
の
構
造
と
展
開
」
。

同
「
六
波
羅
・
守

（
京
都
大
学
文
学
都
研
究
生

六波羅探題任免小考（熊谷）

1ユ7 （881）



　　　　　　　　　A　Consideration　of　the　Appointment　and　Dismissal　of

Rokuhara　Tandai　：　lncluding　an　lntroduction　of　the　Rokuhara－shugo　shidai

by

KUMAGAI　Tal〈aytiki

　　This　study　introduces　a　p血ted　text　of　the　Rokuhara－shugo　shidai

六波羅守護次第，（Register　of　the　Rol〈uhara　Shugo），　heretofore　ur｝known　il　its

entirety，　and　addresses　new　issues　concerning　the　government　othces　lmown　as

Kitadono北殿and　M1namidono南殿，　and　the　executive　posts　of　Shikken執権，

Rensho連署，　Kitakata北方and　Minamikata南方at　Rokuhara　on　the　basis　of　a

confUrmation　of　the　terms　in　othce　of　successive　Rokuhara　Tandai六波羅探題

　　There　are　various　kinds　of　historical　records　noting　the　appointments　and

dismissals　of　Rokuhara　Tandai，　but　many　of　those　texts　are　contradictory．　The

Roleuhara－shugo　shidai　has　been　quoted　by　researchers　concerned　with　the

Kamakura　Bakufu鎌倉幕府arid／or　tlte　Rokuhara　Tandai，　but　all　researchers　have

quoted　it　in　part．　There　was　never　a　serious　consideration　of　the　character　of　the

text，　and　many　prob｝ems　of　the　interpreSation　of　the　text　remain．

　　It　is　often　thought　that　two　members　of　the　H（）jo　clan北条氏were

simultaneousiy　named　Tandai，　（Kitakata　and　Minamil〈ata）　following　the　Jokyu　War

of　the　third　year　of　the　Jol〈yu　era　（1221）．　Tke　system　of　dual　Rol〈uhara　Tandai，　a

Kitakata　and　a　Minamikata　in　ofuce　at　the　same　time　was　not　established　untl

Kenji　3　（1277）．　Thereafter，　the　system　in　which　the　Kitakata　aRd　the　Minamikata

served　in　the　oraces　of　Shil〈1〈en　and　Rensho　respectively　was　established　at

Rokuhara．　One　of　the　priVileges　of　the　Shikken　was　to　supervise　the　hy（）jo評定，

executive　coultcils．　in　his　residence　at　Rokuhara．　With　the　reconstmction　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　’

Minamidono　in　Einin　5　（1297），　the　path　for　the　Minarnkata　to　become　Shikken　at

Rokuhara　was　inaugurated．　The　Kitakata　and　the　Minamikata　thereby　became

parallel　posts，　and　it　became　possible　for　more　members　of　the　Hojo　clan　to　be

named　Tandai．

　　The　members　of　the　Hojo　clan，　were　not　anxious　however　to　accept　the　post　of

Rokuhara　Tandai．　The　reasons　for　this　included　the　fact　that　negotiations　with　the

courtiers　and　temples　in　the　western　part　of　Japan　were　among　the　post’s　arduous

duties，　the　status　of　the　Rokuhara　Tandai　within　Kamakura　Bakufu　was　Rot
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particular至y　hlgh，　and　given　the　ceaseless雌ght血g　be毛ween出e　H（）jo　and　other

warriors　in　Kamakura，　an　extended　stay　away　frorn　Kamakura　often　resulted　in

accusations　of　treason．
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